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1――はじめに 

 

 人が亡くなると何かとお金がかかる。たとえば一般的な葬儀をあげるとすれば葬式代や接待食事代、

お布施等で200～300万円程度、家族葬という簡易なお葬式でも100万円程度はかかるといわれている。

最近では通夜も告別式も行わない直葬というものもあり、直葬では十数万円～数十万程度で収まると

はいわれているようだ。 

 さて、大事な人が亡くなったら、悲しみにくれる間もなく、あちこちに届出をしなければならない。

役所への届出、税務署への届出、保険会社への届出等があるが、銀行にも届け出ないといけない。ご

存知の方も多いかと思うが、銀行へ届出をしたと同時に故人の銀行口座は凍結されてしまい、引き出

しができなくなる。そうすると亡くなった人が主に生計を負担していた場合は、残された家族の生活

費が引き出せなくなる。また、葬式代も支払うことができなくなる。 

さらに、クレジットカード利用代金の引き落としや、公共料金の振替も行われなくなる。すぐに公

的サービスが止まることはないであろうが、滞納状態が長く続くことは好ましくない。 

預金が凍結されるのは、銀行預金が相続人間で分割の対象となる相続財産となるとされているため、

遺産分割前には各相続人が勝手に引き出せないからである。このことは最大決平成 28年 12月 19日民

集 70巻 8号 2121項で示されている。なお、この最高裁決定より前の裁判所のスタンスでは、預貯金

は分割可能な債権であるとし、相続と同時に各相続人に当然に分割され、各相続人は自己が相続した

分の預貯金を引き出せるものとしていた1。 

本年 7月施行の改正相続法では遺産分割前の預貯金の引き出しについて二つの制度を用意し、複数

の相続人がいる場合においても単独の相続人が引き出せる制度を用意した。 

今回も仮定のケースを前提に説明を加えたい。被相続人には相続人として配偶者と子がいることと

する。相続財産のうち、預貯金はＡ銀行に普通預金 900 万、定期預金（満期到来済み）600 万円、ま

                                                
1 ただし、従来の銀行実務では預貯金の引き出しには相続人全員の同意を求めるなど厳重な手続きに従う限りにおいて認め

ていた。 
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たＢ銀行に普通預金が 600万円あるとする。Ａ銀行とＢ銀行の預金合計 2100万円のほかに相続財産は

ないものとする（図表 1、以下本件ケース）。 

【図表 1】 

 

なお、本稿にかかる民法の改正についてはすでに本年 7月 1日に施行済みであるので、条文引用の

際には単に民法と表記する。 

 

2――遺産分割前の預貯金の払戻制度 －必要書類取得に手間がかかる― 

 

1｜制度の概要 

本件ケースで配偶者が喪主となって葬儀を執り行うこととなり、葬式費用を支払うために 250万円

ほど銀行口座から引き出したいとする。 

民法第 909条の 2によると、各相続人は遺産に属する預貯金債権額の三分の一に自分の法定相続分

を乗じた額については単独で引き出すことができるとされている。ただし、一銀行あたり 150万円を

上限とする（民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令）。 

なお、本件ケースでは法定相続分は配偶者も子も二分の一ずつである（民法第 900条）。 

 

そうすると配偶者がＡ銀行から引き出せる額は、まず個別の預金ごとに見るとそれぞれの上限額は、 

普通預金：900万円×
1

3
×

1

2
 ＝150万円 

 定期預金：600万円×
1

3
×

1

2
 ＝100万円 

となる。合計は 250万円となるが、一銀行あたり 150万円の制限を超えてしまうことから、Ａ銀行か

らは 150万円を上限として引き出すことができる。 

他方、Ｂ銀行からは、 

 普通預金：600万円×
1

3
×

1

2
 ＝100万円 

まで引き出すことができるので、両行をあわせて必要額 250万円を充たすことができる。 

 

2｜具体的な手続き 

全国銀行協会のＨＰによれば、必要書類は引き出しをしようとする相続人の本人確認書類にくわえ

て以下の書類が必要としている。 

①被相続人（亡くなられた方）の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書（出生から死亡までの 

被相続人 配偶者 A銀行 B銀行

子

普通預金900万円、定期預金600万円
（満期到来済み）

普通預金600万円
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連続したもの） 

②相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書 

③預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書 

相続人が権利を単独行使できるといっても、さほど時間のない中で、取得に手間のかかる必要書類

があることに留意が必要である。 

 

ところで、このように引き出した預金はその後の遺産分割においてどのように取り扱われるのであ

ろうか。この点について民法第 909条の 2は預貯金債権を引き出した者が遺産の一部の分割により、

これを取得したものとみなすとしている。葬式費用の負担について民法は明らかにしていないが、喪

主が負担するという考えが有力なようである2。そうすると、本件ケースでは、配偶者が 250万円の遺

産を既に受け取っているので、配偶者と子の最終的な取得分が葬式費用引き出し前の相続財産総計額

（2100 万円）の二分の一（各々1050 万円）になるように残りの預貯金（1850 万円）を分割すること

が原則となりそうである。この場合、各々の取得額は以下の通りである。 

配偶者：800万円 (先に引き出した 250万円を加えて総計 1050万円) 

子  ：1050万円 

ただ、引き出した 250万円を葬儀のために使ったことが明らかであれば、その残りである 1850万円

を二分の一ずつ分割することも必ずしも不合理ではないと思われる。 

 

3――預貯金債権について仮分割の仮処分 －家庭裁判所への申立てが必要― 

 

1｜制度の概要 

預貯金を遺産分割前に引き出すことのできるもうひとつの制度は、預貯金債権についての仮分割の

仮処分である。相続法制改正の一環として、家事事件手続法が改正されている（本年 7月 1日施行）。

同法第 200条第 3項では、家庭裁判所は、 

①遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、 

②相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債 

権を行使する必要があるときは、 

③他の共同相続人の利益を害しない限り、 

相続人の申立てにより、預貯金債権の一部又は全部を申立人に仮に取得させることができるとして

いる。 

本件ケースにおいて、配偶者と子の間で遺産の分割に争いがあって、家庭裁判所の調停等にまでも

つれ込んだとき（上記①）、上記②に該当する理由があれば家庭裁判所の仮処分に基づいて預貯金の払

戻ができる。この払戻は他の共同相続人を害さないという限度つきである（上記③）。たとえば本件ケ

ースで被相続人に 1500万円の借入があって調停期間中に返済期限が来たとする。配偶者が借入金の返

済をするために申し立てた場合は、1500万円分の預貯金の払戻が認められると考えられる。2100万円

                                                
2 なお、葬式費用は相続税法上、相続財産から控除できることとされている（相続税法第 13 条第 1 項第 2 号）。 
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の相続財産（積極財産）だけに着目すれば、子の法定相続分は 1050 万円であるところ、1500 万円を

支払ってしまえば、子が満額の 1050万円受け取れない結果を招き、子の利益を害するようにも見える。

しかし借入金（消極財産）は相続人が法定相続分で継承するのが原則であることからすれば、そもそ

も 2100万円の相続財産を二分の一ずつ分割した後、相続した借入金 1500万円の二分の一をそれぞれ

が支払う場合と結果は同じになる。したがって、この場合は子の利益を侵害しないと考えられる。 

（配偶者が仮分割を受けて借入金を弁済するケース） 

配偶者が借入金 1500万円弁済 

⇒配偶者と子が預貯金各 1050万円を相続 

⇒配偶者が子に借入金弁済額の分担割合である 2分の 1（法定相続分）の 750万円を請求 

⇒配偶者も子も最終取得額は各 300万円 

 

（各々が相続財産を相続し、それぞれ借入金を弁済するケース） 

配偶者と子がともに預貯金各 1050万円を相続 

⇒配偶者と子がそれぞれ 750万円の借入金を弁済 

⇒配偶者も子も最終取得額は各 300万円 

 

他方、本件ケースでこの 1500万円が借入金の返済ではなく、たとえば配偶者が施設入居するための

一時金だとした場合は、残る財産の 600万円では子の法定相続分である 1050万円には足りず、子の利

益を害することとなるため、家庭裁判所は仮処分を認めないものと思われる。 

 

２｜具体的な手続き 

仮払いの申立ては相続人から遺産分割の審判や調停を行っている家庭裁判所に対して行う。仮処分

の決定が行われると審判書が交付されるので、その謄本（審判書上確定表示がない場合は、さらに審

判確定証明書も必要）、および払戻を使用とする相続人の印鑑証明書を銀行に提出する。 

この仮払いにより各相続人の最終的な相続分が増減することはなく、仮分割がなかったものとして

分割の調停または審判が行われる3。 

 

4――遺言等による預貯金の帰属 

 

1｜いわゆる相続させる旨の遺言 －必要種類の取得や遺言執行者選任の手間がかかる― 

これまで述べてきたように、払戻制度にせよ、仮処分制度にせよ、預貯金の払戻に当たっては、た

くさんの書類の準備や家庭裁判所の手続きといった負担は避けられない。それでは本シリーズ第一回

の基礎研レターで述べたように銀行預金自体を遺言で特定の相続人に相続させる（いわゆる相続させ

る旨の遺言、特定財産承継遺言）ことで簡易に払戻ができるようにならないのであろうか。本件ケー

スでいえばＡ銀行の普通預金を配偶者に相続させるとの遺言を作成しておけばどうかということであ

                                                
3 堂園幹一郎、野口宣大「一問一答・新しい相続法」（商事法務・平成 31 年）p84 参照。 

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=61839?site=nli
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る。 

結論から言えば、手続きはそう簡易にはならないようである。ウェブ上で確認した限りであるが、

自筆証書遺言4があっても被相続人（口座名義人）の出生からの戸籍や共同相続人全員の同意書を求め

る金融機関があり、また遺言執行者が指定されていない場合はその選任を求めて、遺言執行者から請

求させるような金融機関もある模様である5。 

これは別の相続人が異なる遺言書が所持しているような場合や、遺言書の内容とは異なる遺産分割

を相続人が行い、別に遺産分割協議書があるような場合に銀行が二重払いを求められるリスクを考慮

したものと思われる。 

いずれにせよ、確実を期すのであれば取引先の銀行の実務を確認した上で、遺言を作成することが

望ましい。 

 

2｜遺言代用信託 ―最も簡素な手続きで使い勝手が良い― 

信託銀行や一部の地方銀行等で取り扱っている商品で、被相続人（委託者兼第一受益者）が生前に

金銭を銀行に信託し、被相続人生存中は銀行が被相続人のために財産を運用し、被相続人死亡時には

あらかじめ被相続人が指定した特定の相続人が受益者（第二受益者）となり、その受益者が一時金も

しくは定期金として銀行から受け取ることができるとするものである（図表 2）。このスキームの金銭

信託では、被相続人死亡時に預貯金のように相続財産を構成するのではなく、直接的に特定の相続人

の財産に帰属することになる6。 

【図表 2】 

 

設定時と運用時に信託報酬を銀行に支払わなければならないが、相続発生時には死亡診断書（ある

いは除籍謄本）と受益者である相続人の本人確認書類だけで払戻を受けることができるので、手続き

の簡素化という側面では有用である。 

銀行によっては中途解約の制限等の条件があるので、活用に当たっては取引先銀行からよく説明を

受ける必要がある。 

 

5――おわりに 

 

                                                
4 現時点では自筆証書遺言には家庭裁判所の検認が必要である。令和 2年 7月 10日から自筆遺言証書の保管制度ができるが、

この制度により法務局で保管されていた自筆証書遺言には検認が必要なくなる。詳しくは

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=61839?site=nli 参照。なお、公正証書遺言には検認は不要である。 
5 遺言執行者に預貯金の解約権があるかどうか明文の規定がなかったが、今回の改正で明文化された（民法第1014条第3項）。 
6 ただし、相続税の対象にはなる（相続税法第 9 条の 2）。 

委託者　兼 第二受益者
第一受益者

信託設定 支払

＜信託銀行等＞
受託者

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=61839?site=nli
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相続の体験記等を読むと戸籍謄本（除籍謄本）の取得に苦労したことが書かれていることが多い。

戸籍謄本は平成に入ってから、ほとんどの自治体でデータ化されているが、被相続人の出生からの戸

籍を全部取得するには、このデータ化された戸籍謄本を取り寄せれば済む話ではない。 

たとえば昭和 10年代に生まれ、昭和 30年代に結婚した人については、まずは、データ化されてい

る現在の戸籍謄本（除籍謄本）に加えて、その前の改製前戸籍を取ることになる。そして結婚して夫

婦の戸籍に移る前の戸籍、さらに戸籍が家制度のもとで作成されていた時代の戸籍を取らないといけ

ない。途中で戸籍地を変えていれば、それも取らないといけない。戸籍は最寄りの市役所等で取れる

のではなく、戸籍の所在地の市役所等を訪問するか、郵送で交付申請をしないといけない。 

相続に当たって価値の少ない不動産が放棄されるのは、メリットもないのに名義変更だけは大変な

不便を強いている戸籍制度も一因ではないだろうか。大相続時代を迎える中で、せめて法務局で戸籍

を統一的に管理するなどの施策は取れないものであろうか。検討が進められることを期待したい。 


